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実施主体:北海道／研修実施機関:社会福祉法人北海道社会福祉協議会 

 

参加費無料 

無料で痰の吸引等、必要な医

療的ケアの知識・技術を学ぶ

ことができます。 

テキスト代は自己負担です。 

 

 

短期間で修得可能 

 基本研修を講義が８時間、シミュ

レーター演習が２時間の合計１０

時間で修得可能です。実施研修

（演習）の実施回数は、連続２回

の成功で修了できます。 

 

経験豊富な講師陣 

経験豊富な講師陣から、医療的

ケアを実施するために必要な知

識や手技等をしっかりと学ぶこ

とができます。 
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Q 申込対象施設・事業所の「登録特定行為事業者」とは何ですか？ 

Q 実地研修（実習）の指導者の資格は？ 

介護職員等によるたん吸引等の業務を行う事業者は、事業所ごとに都道府県知事に登録を受けな

ければなりません。登録事業者には２種類あります。 

・登録喀痰吸引等事業者 

 介護福祉士により喀痰吸引等の業務を行う事業者（介護福祉士に対する実地研修の実施体制が整

備されている事業者） 

・登録特定行為事業者 

 認定特定行為業務従事者により喀痰吸引等の業務を行う事業者 

 ※認定特定行為業務従事者は、医師の指示の下、喀痰吸引等の特定行為を行うことができる介護

職員等です。都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者です。 

Q 申込対象施設・事業所の「登録特定行為事業者」の登録基準とはどのようなものですか？ 

登録事業者として登録を受けるには、登録基準（「社会福祉士及び介護福祉士法」第 48 条の 5 第一

項及び第二項）を満たす必要があります。登録基準については、本会 WEB サイトをご参考くださ

い。 

実地研修（実習）の指導にあたる講師は、医師、保健師、助産師または看護師（准看護師は除く）

で、次の指導者講習等のいずれかを受講していることが必要です。 

①平成 23 年度に「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための指導者養成事業（特定の者対 

象）について」（平成 23 年 9 月 14 日障発 0914 第 2 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉 

部⾧通知）による指導者養成事業（自己学習） 

②平成 24 年度から道社協が実施している「介護職員等のたん吸引等研修指導者養成講習（自己 

学習）」 

上記のいずれも受講していない場合は「指導者養成講習（自己学習）開催要綱」により受講申込を

してください。 
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「研修受付システム」について 

 

研修の申込について 

 

研修の申込は「北海道社会福祉研修所 研修受付システム」で行います。 

 初めて申込をする場合 

事前にユーザー登録（無料）が必要です。 

ユーザー登録申請後、ログイン用の ID とパスワードを本会から通知するまで 

３～５営業日かかります。 

お早めに申請してください。 

 

＜ログイン画面＞ 

https://dosyakyou.sakura.ne.jp/kenshu/my/myLogin.php 

 

＜ユーザー登録申請＞ 

https://dosyakyou.sakura.ne.jp/kenshu/my/myOfficeInfoInst.php 

 

＜取扱説明書＞ 

https://dosyakyou.sakura.ne.jp/kenshu/user_manual_1_4_1402132.pdf 

 

＜よくあるお問い合わせ＞ 

https://www.hokkaidoshakyo.jp/introduction/08/files/faq.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度たん吸引等研修受講予定の皆様へ 
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受講申込書の研修受付システム添付方法について 

 
１ 添付するファイルを作成します。 

①本会ホームページから該当の申込書をダウンロードし、必要事項を入力して 

ください。 

・基本研修申込者： 

「受講申込書（別紙様式１）」 

・基本研修免除申込者： 

  「基本研修免除申請及び実地研修受講申込書（別紙様式２）」 

②作成したファイルをデスクトップなど任意の場所に保存してください。 

 

2 研修受付システムへのファイル添付方法 

①研修受付システムにログインし、「申込フォーム」画面で必要事項を入力 

してください。 

②「申込フォーム」内にあるファイル添付欄に、作成した Word ファイルの 

「受講申込書」を添付してください。 

 

3 研修申込み後の受講者変更について 

①研修受付システムにログインし、「研修受講申込済一覧」から対象の受講者 

『氏名』をクリックしてください。 

②「変更フォーム」画面を表示し、変更後の「受講申込書」（Word 形式）を 

添付して、「変更」登録を行ってください。 

③変更後は、必ずお電話でご連絡をお願いいたします。 

 

※「申込フォーム」「変更フォーム」の詳細は次ページをご確認ください。 
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①受講者の基本情報を入力してください。 

研修受付システム「申込フォーム」画面 

（「変更フォーム」の画面も同様です） 

②「受講申込書」を添付してください。 

 

≪添付方法≫ 

参照をクリックし、作成した「受講申込書」 

を保存した先を選び、ファイルを添付してく 

ださい。 

開くを押すと添付されます。 

④「入力確認」画面より申込内容を確認してくだ 

さい。 

 

⑤確認後、登録ボタンを押してください。 

研修受付システム「入力確認」画面 

③添付後、入力完了ボタンを押してください。 


